
 
看護職員資質向上支援事業補助⾦ 改正の概要 

      奈良県受講者研修機関 病院等看護師 【補助対象】奈良県内の医療施設（病院・診療所・訪問看護STほか）【特定行為研修】奈良県立医科大学奈良県立病院機構天理よろづ相談所病院県外の指定研修機関【認定看護師等】看護協会ほか研修機関 受講料受講料受講料受講料（（（（立替払立替払立替払立替払））））
受講料受講料受講料受講料請求請求請求請求 受講料受講料受講料受講料助成助成助成助成

（参考）補助申請の例 受講料A課程：700千円B課程：1,000千円 助成額A課程：７００千円B課程：１,０００千円
助成額 A課程：７００千円B課程：1,000千円（県補助の不足分は医療施設が補填） 補助交付額A課程：３５０千円B課程：500千円（基準額と実経費の低い方×1/2）＋代替雇用経費350千円（特定行為研修を受講する訪問看護STのみ）

補助申請額 A課程：３５０千円B課程：500千円（基準額と実経費の低い方×1/2）＋代替雇用経費350千円（特定行為研修を受講する訪問看護STのみ）補助金補助金補助金補助金申請申請申請申請
研修費等研修費等研修費等研修費等補助補助補助補助   【 補助対象事業者 】 病院等（病院、診療所、助産所、介護⽼⼈保健施設、指定訪問看護事業を⾏う事業所） 【 補助対象事業 】 病院等が次に掲げる研修等を受講する看護職員に対し、受講に要する経費を助成する事業。 ⑴ 指定研修機関が開講する特定⾏為研修 ⑵ （公社）日本看護協会の認定審査を受けることを目的としたＡ課程認定看護師又は専門看護師の教育課程であって、次に掲げる分野に係るもの ◆Ａ課程認定看護師の教育課程（１５分野）  皮膚・排泄ケア、緩和ケア、がん薬物療法看護、在宅ケア、感染管理、糖尿病看護、腎不全看護、乳がん看護、摂食嚥下障害看護、認知症看護、 脳卒中看護、がん放射線療法看護、呼吸器疾患看護、⼼不全看護、小児プライマリケア ◆専門看護師教育課程（８分野）    がん看護、精神看護、地域看護、⽼⼈看護、慢性疾患看護、感染症看護、家族⽀援、在宅看護 ⑶ （公社）日本看護協会の認定審査を受けることを目的としたＢ課程認定看護師教育課程（分野の限定なし） ⑷ 在宅医療に関連する分野に係る研修であって、上記に準ずるものとして知事が認めるもの  【 補助内容 】  ・補助対象経費 ︓①病院等が受講者に助成する学費（⼊学⾦、授業料及び実習費） ②代替雇用経費（訪問看護 ST が看護職員を特定⾏為研修又はＢ課程認定看護師教育課程を受講させる場合のみ） ・基準額・補助率︓①特定⾏為研修、Ａ課程認定看護師、専門看護師 700千円（補助率 1/2）                         Ｂ課程認定看護師 1,000 千円（補助率 1/2） ②350千円（補助率 10/10） 【 補助の主な条件・注意事項 】 

 補助⾦の交付決定を受けた年度の末日までに研修等を修了すること。対象となる研修のうち⑵、⑶、⑷を受講した場合は、２年以内に認定看護師等の資格を取得すること。 
 交付申請時に作成した受講者活用計画の計画期間中、在籍する法人が開設する県内の医療施設で勤務を継続すること（補助終了後、就業証明書等を毎年提出いただき、在籍状況を確認します）。 
 受講者活用計画期間中の離職や県外医療施設への転職が生じた場合、交付決定を取り消します。 

 補助要綱の改正により、令和６年度分から以下のとおりとなります。 ○改正ポイント１ 認定看護師教育課程について、Ａ課程、Ｂ課程に区分し、Ｂ課程の基準額を 1,000 千円に引き上げました。また、Ｂ課程は、Ａ課程のように分野を限定していません。 ○改正ポイント２ 特定⾏為研修について、県外の指定研修機関が実施する研修であっても補助対象となりました。 ○改正ポイント３ 受講者の要件「県内の病院等で３年以上看護師等の業務に従事した者に限る」を廃止しました。 


